
 

  
 

一

放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
改
正
の
内
容 

一 

日
本
放
送
協
会
の
経
営
委
員
会
の
構
成 

経
営
委
員
会
を
、
委
員
十
二
人
及
び
会
長
を
も
っ
て
組
織
す
る
こ
と
と
し
、
経
営
委
員
会
の
議
事
は
、
原
則
と
し
て
、

会
長
を
含
む
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

（
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
第
二
項
等
関
係
） 

二 

日
本
放
送
協
会
の
経
営
委
員
会
の
委
員
の
候
補
者
の
選
定
等 

１ 

総
務
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
経
営
委
員
会
の
委
員
を
任
命
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
委
員
と
し
て
任
命
す
べ
き
者

の
選
定
に
資
す
る
よ
う
、
委
員
の
候
補
者
を
選
定
し
、
そ
の
名
簿
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
三
十
一
条
第
五
項
関
係
） 

２ 

総
務
大
臣
は
、
１
の
委
員
の
候
補
者
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
日
本
放
送
協
会
経
営
委
員
会
委
員
候
補
者
選
定
委
員
会

に
諮
問
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
三
十
一
条
第
六
項
関
係
） 

３ 

総
務
省
に
、
総
務
大
臣
が
任
命
す
る
委
員
六
人
以
内
で
組
織
す
る
日
本
放
送
協
会
経
営
委
員
会
委
員
候
補
者
選
定
委



 

  
 

二

員
会
を
置
く
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
章
の
二
関
係
） 

三 
日
本
放
送
協
会
の
経
営
委
員
会
の
委
員
の
資
格 

１ 
経
営
委
員
会
の
委
員
は
、
四
人
以
上
が
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
者
と
な
る
こ
と
と
な
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
三
十
一
条
第
四
項
及
び
第
三
十
六
条
第
二
項
関
係
） 

２ 

経
営
委
員
会
の
委
員
の
欠
格
事
由
に
つ
い
て
、
政
治
団
体
の
役
員
を
含
む
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

（
第
三
十
一
条
第
三
項
第
四
号
関
係
） 

四 

日
本
放
送
協
会
の
経
営
委
員
会
の
議
事
録 

１ 

経
営
委
員
会
の
議
事
録
は
、
経
営
委
員
会
の
終
了
後
、
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
経
営
委
員
会
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
事
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
第
四
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

２ 

１
の
議
事
録
は
、
経
営
委
員
会
に
お
け
る
意
思
決
定
に
至
る
過
程
等
を
合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
で
き
る
限
り
詳
細
に
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 

（
第
四
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

五 

会
長
指
名
委
員
会
の
設
置 

１ 

日
本
放
送
協
会
に
、
会
長
指
名
委
員
三
人
以
上
で
組
織
す
る
会
長
指
名
委
員
会
を
置
く
こ
と
。 



 

  
 

三

（
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
等
関
係
） 

２ 

会
長
指
名
委
員
は
、
経
営
委
員
会
の
委
員
の
中
か
ら
、
経
営
委
員
会
が
任
命
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
関
係
） 

３ 

会
長
指
名
委
員
は
、
過
半
数
が
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
者
と
な
る
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

（
第
四
十
八
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
） 

４ 

会
長
指
名
委
員
会
は
、
会
長
の
任
命
及
び
罷
免
に
関
す
る
経
営
委
員
会
の
議
案
の
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
八
条
の
三
関
係
） 

５ 

会
長
指
名
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
会
長
と
し
て
任
命
す
べ
き
者
の
選
定
の
基
準
及
び
手
続
を
定
め
、
こ
れ
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

（
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
関
係
） 

６ 

会
長
指
名
委
員
会
は
、
会
長
指
名
委
員
会
の
終
了
後
、
会
長
の
任
命
及
び
罷
免
を
議
事
と
す
る
経
営
委
員
会
の
日
の

前
日
ま
で
に
、
経
営
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
長
指
名
委
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果
を

記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

（
第
四
十
八
条
の
四
第
二
項
関
係
） 

７ 

５
又
は
６
に
違
反
し
て
公
表
を
せ
ず
、又
は
虚
偽
の
公
表
を
し
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
こ
と
。 



 

  
 

四

（
第
百
九
十
一
条
第
一
項
第
三
号
関
係
） 

六 
日
本
放
送
協
会
の
役
員
の
服
務
に
関
す
る
準
則 

１ 
日
本
放
送
協
会
が
定
め
る
役
員
の
服
務
に
関
す
る
準
則
の
内
容
の
例
示
と
し
て
、
役
員
の
法
令
及
び
定
款
を
遵
守
し

て
日
本
放
送
協
会
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
行
う
義
務
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
。 

（
第
六
十
二
条
第
一
項
関
係
） 

２ 

１
の
準
則
に
は
、
日
本
放
送
協
会
の
放
送
の
不
偏
不
党
、
真
実
及
び
自
律
に
関
し
国
民
の
疑
惑
又
は
不
信
を
招
く
よ

う
な
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
役
員
が
遵
守
す
べ
き
事
項
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
六
十
二
条
第
二
項
関
係
） 

第
二 

施
行
期
日
等 

一 

施
行
期
日 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二 

検
討 



 

  
 

五

１ 

日
本
放
送
協
会
の
経
営
委
員
会
の
委
員
の
候
補
者
の
選
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内

を
目
途
に
、
候
補
者
の
選
定
過
程
に
お
け
る
公
正
性
の
適
切
な
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
、

通
信
及
び
放
送
の
分
野
に
お
け
る
規
律
に
関
す
る
事
務
の
公
正
か
つ
中
立
な
処
理
を
確
保
す
る
た
め
の
法
制
の
整
備
の

状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
四
条
関
係
） 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
放
送
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
に
定
め
る
基
幹
放

送
の
業
務
に
係
る
認
定
の
要
件
そ
の
他
の
表
現
の
自
由
が
で
き
る
だ
け
多
く
の
者
に
よ
っ
て
享
有
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

た
め
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
放
送
の
健
全
な
発
達
を
図
り
、
国
民
に
そ
の
効
用
を
も
た
ら
す
こ
と
を
保
障
す
る

観
点
か
ら
、
新
聞
社
、
通
信
社
そ
の
他
の
ニ
ュ
ー
ス
又
は
情
報
の
頒
布
を
業
と
す
る
事
業
者
と
同
法
第
二
条
第
二
十
三

号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
と
の
関
係
の
在
り
方
を
含
め
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
五
条
関
係
） 

三 

そ
の
他 

所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。 


